
別表第１

職 名 資 格 ・ 職 務 能 力 職 務 内 容 そ の 他 の 事 項雇用年齢上限

事務補佐員 当該業務の遂行能力があり、原則とし 事務の補佐業務に従事 満６０歳 ・当該雇用経費の趣旨に添っ

技術補佐員 て他の職に就いていない者 技術に関する職務の補 た雇用に限る

佐業務に従事 ・学生、研究生等を除く

技能補佐員 技能に関する職務の補

佐業務に従事

労務補佐員 労務作業に従事 満６３歳



別表第２

職 名 資 格 ・ 職 務 能 力 職 務 内 容 そ の 他 の 事 項雇用年齢 上限

寄附講座教員 当該講座又は研究部門教員としての業 当該講座又は研究部門 満６３歳 ・当該講座又は研究部門の継

寄附研究部門教員 務の遂行能力が あり、原則として他 における教育研究に従 (ただし 大学 続している間、雇用可能、

の職に就いていない者 事するほか 本学の定め が特に認めた ・当該寄附講座又は寄附研究、

により教育研究に支障 場合は この限 部門の設置に係る寄附金、

のない範囲内でその他 りでない。) にて雇用される場合に限

の授業又は研究指導を る

担当する ・選考方法 選考基準は当該、

講座・研究部門を置く部局

が定める

・学生、研究生等を除く

研究員(科学技術振 次の各要件をすべて満たす者 当該プログラムに係る ・当該プログラムの継続して

興) ・１３文科科第４４号通知の各別表に 研究又は教育に従事 いる間、雇用可能

おける教授・助教授等の教員、主任研 ・当該科学技術振興調整費の

究員又は研究員として雇用される者で (目)科学技術総合研究委

あること 託費にて雇用される場合

・当該研究又は教育の遂行上必要な能 に限る

力を有すると研究代表者等の所属する ・学生、研究生等を除く

部局の長が認めた者

・博士の学位を取得した者、博士の学

位取得が確実な者又は博士の学位を取

得した者に相当する能力を有すると研

究代表者等の所属する部局の長が認め

た者

・原則として他の職に就いていない者

産学官連携研究員 次の各要件をすべて満たす者 当該共同研究・受託研究 ・当該共同研究・受託研究の

・当該共同研究・受託研究の遂行上必 に従事 継続している間、雇用可能

要な能力を有すると研究代表者等の所 ・当該共同研究・受託研究の

属する部局の長が認めた者 受入資金にて雇用される

・原則として他の職に就いていない者 場合に限る

・学生、研究生等を除く

研究員(ＣＯＥ) 次の各要件をすべて満たす者 当該プロジェクトに係 ・当該プロジェクトの継続し

・当該研究の遂行上必要な能力を有す る研究に従事 ている間、雇用可能

ると拠点リーダー、研究代表者又は研 ・当該研究拠点形成費補助金

究担当者等の所属する部局の長が認め (研究拠点形成費)にて雇

た者 用される場合に限る

・博士の学位を取得した者、博士の学 ・学生、研究生等を除く

研究員(科学研究) 位取得が確実な者又は博士の学位を取 ・当該プロジェクトの継続し

得した者に相当する能力を有すると拠 ている間、雇用可能

点リーダー、研究代表者又は研究担当 ・当該科学研究費補助金の直

者等の所属する部局の長が認めた者 接経費にて雇用される場

・原則として他の職に就いていない者 合に限る

・学生、研究生等を除く

研究員(学術研究奨 ・当該寄附金にて雇用される

励) 場合に限る

・寄附講座・寄附研究部門に

係るものは除く

・学生、研究生等を除く



別 表 第 ２ （ 続 き ）

研究員(特別教育研 次の各要件をすべて満たす者 当該プロジェクトに 満６３歳 ・当該プロジェクトの継続し

究) ・当該研究の遂行上必要な能力を有す 係る研究に従事 (ただし 大学 ている間、雇用可能、

ると拠点リーダー、研究代表者又は研 が特に認めた ・当該特別教育研究経費にて

究担当者等の所属する部局の長が認め 場合は この限 雇用される場合に限る、

た者 りでない。) ・学生、研究生等を除く

研究員(改革推進) ・博士の学位を取得した者、博士の学 ・当該プロジェクトの継続し

位取得が確実な者又は博士の学位を取 ている間、雇用可能

得した者に相当する能力を有すると拠 ・当該大学改革推進経費にて

点リーダー、研究代表者又は研究担当 雇用される場合に限る

者等の所属する部局の長が認めた者 ・学生、研究生等を除く

研究員(ＮＥＤＯ) ・原則として他の職に就いていない者 ・当該プロジェクトの継続し

ている間、雇用可能

・当該独立行政法人新エネル

ギー・産業技術総合開発機

構産業技術研究助成金に

て雇用される場合に限る

・学生、研究生等を除く

研究員(ＪＳＰＳ) ・当該プロジェクトの継続し

ている間、雇用可能

・当該独立行政法人日本学術

振興会｢魅力ある大学院教

育｣イニシアティブ事業助

成金にて雇用される場合

に限る

・学生，研究生等を除く

研究員(学術支援) 競争的資金に係る研究 ・間接経費にて雇用される場

の応用等に関する研究 合に限る

に従事 ・学生、研究生等を除く

研究員(プロジェク 当該プロジェクト等に ・前各項に掲げるもののほ

ト名等) 係る研究に従事 か，総長が認めるもの

・プロジェクト名等は 当該，

プロジェクト等の内容を示

す名称として総長が定める

・当該研究がプロジェクトで

ある場合は 当該プロジェク，

トの継続している間 雇用可，

能

・当該プロジェクト等経費に

て雇用される場合に限る

・学生、研究生等を除く

(平１８達２２改)



別表第３

職 名 資 格 ・ 職 務 能 力 職 務 内 容 そ の 他 の 事 項雇用年齢 上限

医員 医師免許又は歯科医師免許取得後２年 診療に従事 満６３歳 ・任期については 医学部附，

以上の臨床研修又はこれに準じる診療 必要に応じ 診療を通じ (ただし 大学 属病院の定めによる、 、

業務を行った者 ての臨床教育の補助的 が特に認めた ・当該医員又は医員(研修医)

職務及び診療に関して 場合は この限 に係る雇用経費にて雇用、

研究にも従事 りでない。) される場合に限る

医員(研修医) 卒後臨床研修開始後２年未満の者 医師法・歯科医師法の規 ・学生、研究生等を除く

定に定める臨床研修に

従事

法科大学院特別 法科大学院において実務基礎教育を実 法科大学院(法学研究科 ・任期については 法科大学，

教授 施するため特に必要となる高度専門職 法曹養成専攻)における 院の定めによる

法科大学院特別 業人 教授又は助教授の職務

助教授 に従事

専門職大学院特別 専門職大学院 法科大学院を除く に 専門職大学院(法科大学 ・任期については 当該専門（ 。） ，

教授 おいて実務基礎教育を実施するため特 院を除く。)における教 職大学院の定めによる

専門職大学院特別 に必要となる高度専門職業人 授又は助教授の職務に

助教授 従事

(平１８達２２改)

別表第４

Ａ １０，４００円

Ｂ １２，０００円

Ｃ １３，６００円

Ｄ １５，２００円

Ｅ １６，８００円

Ｆ １８，４００円

Ｇ ２０，０００円

Ｈ ２１，６００円

Ｉ ２３，２００円

Ｊ ２４，８００円

Ｋ ２６，４００円

Ｌ ２８，０００円

Ｍ ２９，６００円

Ｎ ３１，２００円

※ 雇用する者の経験及び就かせる業務の内容等により単価を決定するものとする。



別表第５

職 名 日 給 額

医員 医師免許等取得後 ３～４年目 11,600円

の経験年数 ５～６年目 12,000円

７～８年目 12,700円

９年目以上 13,400円

医員(研修医) 9,400円

法科大学院特別教授 50,000円

法科大学院特別助教授 30,000円

専門職大学院特別教授 50,000円

専門職大学院特別助教授 30,000円

※ 医師免許等とは 医師免許及び歯科医師免許をいい 医師免許等取得後の経験年数を算出する起算日は 当該免許を取得した日、 、 、

の属する年の４月１日とする。

(平１８達２２改)

別表第６

有期雇用教職員の区分 休日 始業及び終業の時刻 休憩時間

医学部附属病院に勤務する医員及び医 １週間 午後４時から翌日午前０時４５分ま 午後８時から午後８時４５分まで

員 研修医 のうち 医学部附属病院長 に２日 で（ ） 、

が指定する者 又は 午後４時から翌日午前１時まで 午後８時から午後９時まで

３日 午前０時から午前８時４５分まで 午前４時から午前４時４５分まで

午前０時から午前９時まで 午前４時から午前５時まで

医学部附属病院看護部病棟及び看護管 １週間 午前８時３０分から午後５時１５分 午後０時３０分から午後１時１５分まで

理室に勤務する有期雇用教職員のうち に２日 まで、

医学部附属病院長が指定する者（他の 午前８時３０分から午後５時３０分 午後０時３０分から午後１時３０分まで

有期雇用教職員の区分 に定める者を まで「 」

除く ） 午前７時３０分から午後４時１５分 午前１１時３０分から午後０時１５分ま。

まで で

午前７時３０分から午後４時３０分 午前１１時３０分から午後０時３０分ま

まで で

フィールド科学教育研究センター海域 １週間 午前８時４５分から午後５時３０分 午前１１時４５分から午後０時３０分ま

ステーション瀬戸臨海実験所に勤務す に２日 まで で

る有期雇 午後０時３０分から午後１時１５分まで

用教職員

(平１８達２２改)

別表第７

有期雇用教職員の区分 始業及び終業の時刻 休憩時間

診療等の業務 窓口業務その他の業務に 午前８時３０分から午後５時１５分まで 午後１時から午後１時４５分まで、

従事する有期雇用教職員のうち部局長 午前８時３０分から午後５時３０分まで 午後１時から午後２時まで

が指定する者


